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（組合）労働時間の改ざんによる賃金未払い

であることを認めるべき。重く受け止めてい

るならば対応は適切か？賃金未払いは、労働

基準法 24条に触れている。コンプライアンス

違反である！！ 

（会社）賃金未払いを放置すればコンプライ

アンス違反であるが、速やかな対応をした。 
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